
指定管理者候補者選定結果 

 

１ 対象施設及び指定期間 

（１）施設名称 南相馬市小高区復興拠点施設 

（２）所 在 地 南相馬市小高区本町二丁目２８番地 

（３）指定期間 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで（２年間） 

 

２ 申請書提出先及び期限 

（１）提 出 先 南相馬市小高区地域振興課 

（２）期  限 令和７年９月１６日（火） 

 

３ 申請団体 

１団体 

 

４ プレゼンテーション審査 

施設所管課及び事務局による書類審査を経て、令和７年１０月１０日（金）に審

査員によるプレゼンテーション審査を行った。 

（審査員）副市長、小高区役所長、鹿島区役所長、原町区役所長、総務部長、小

高区地域振興課長、公有財産管理課長、専門委員（税理士、地域代表） 

 

５ 指定管理者候補者の選定結果 

（１）所 在 地 南相馬市原町区旭町一丁目４６番地の４・２階東 

（２）団 体 名 一般社団法人南相馬ミライエ 

（３）代表者名 代表理事 荒明 健 

 

６ 選定理由 

プレゼンテーション審査において、下記「７ 審査結果」の審査項目の観点から

選定基準に基づいて総合的に評価し、「一般社団法人南相馬ミライエ」を指定管理

者候補者として決定した。 

「一般社団法人南相馬ミライエ」の提案は、当該施設の設置目的や役割を的確に

捉えているとともに、「利用者、利用団体等の要望把握、改善体制」、「施設

の設置目的及び市が示した基本方針の実現」、「利用者に対するサービス

の向上を図るための具体的手法」などの項目において優れており、また、審査

基準を満たしていたことから、指定管理者としてふさわしいと認められた。 



７ 審査結果 

番  号  審  査  項  目  配点  
平均評価点 

一般社団法人南相馬
ミライエ 

(1)―①  施設の設置目的及び市が示した基本方針の実現 ５ ４．０５ 

(1)―②  平等な利用を図るための具体的手法 ５ ３．５５ 

(2)―①  施設効用の最大化を図るための具体的手法 １０ ７．３６ 

(2)―②  利用者に対するサービスの向上を図るための具体的手法 １０ ７．４５ 

(3)―①  施設の管理運営に係る経費の縮減 １０ ６．２７ 

(3)―②  経費縮減に係る対策及び創意工夫 １０ ６．２７ 

(4)―①  安定的な運営が可能となる人的能力 １０ ６．３６ 

(4)―②  収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 １０ ５．８２ 

(4)―③  安定的な運営が可能となる財政的基盤 ５ ２．３６ 

(4)―④  類似施設の運営実績 ５ ２．０９ 

(5)―①  利用者、利用団体等の要望把握、改善体制 １０ ８．５５ 

(6)―①  個人情報の保護の措置 ５ ３．２７ 

(7)―①  緊急時対応マニュアルの整備 ５ ３．１４ 

総  合  点 １００ ６６．５４ 

 

評価は以下のとおり行った。 

①各審査員が審査基準に基づき審査を行い、審査項目ごとに下記の評価係数と配点とを掛

け合わせ採点を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

②各審査員の評価項目ごとの採点の平均点を算出し、その合計を総合点とした。 

③同一項目について審査員の過半数以上が「ｅ」の評価をした場合、又は総合点が配点の

合計点の２分の１に満たない場合には選定対象としないこととした。 

評 価 内 容 評価係数 

ａ.優秀である(高度な能力を有している) １．０ 

ｂ.満足である(十分な能力を有している) ０．８ 

ｃ.平均的である ０．５ 

ｄ.物足りなさを感じる(能力が若干乏しい) ０．２ 

ｅ.劣っている(任せることが不安である) ０．０ 


